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次世代の公共建築実現に向けて
― 次世代公共建築研究会の成果が取りまとまる ―

一般社団法人 公共建築協会副会長 藤　田　伊　織

はじめに

2014 年 12 月に発刊された『ベース設
計資料 No.163 建築編』に寄稿して以来、
早くも４年半が経とうとしている。前回
は、次世代公共建築研究会フォーラム
2014 の開催を契機に、「20 年後の公共
建築を考える」と題して寄稿させていた
だいた。
今回は、次世代公共建築研究会におけ

る活動のその後として、調査・研究の成
果をガイドブック（教科書）として取り
まとめ、全国すべての都道府県および市
町村に無償にて提供させていただいたこ
とから、これら成果を取りまとめたガイ
ドブックについて紹介したい。
その前に、　公共建築協会および次

世代公共建築研究会について、改めて簡
単に紹介させていただく。

１.　公共建築協会とは

まず、　公共建築協会は、国および
地方公共団体等の公共建築物の建築等の
事業の合理化と能率化に寄与するととも
に、公共建築物の建築等に携わる技術者
の技術水準等の向上を図ることを目的と
して、1968 年 11 月に社団法人営繕協会
として設立され、以来、1993 年７月に
社団法人公共建築協会に改称、2012 年
４月、内閣府認可による一般社団法人へ
の移行を経て今日にいたっている。2018
年は、当協会の設立 50 周年にあたる節
目の年であった。
この間、公共建築分野における発注者

を始め建設業者、建設コンサルタント等
の技術力の向上、公共建築の品質向上の
ため、さまざまな事業に取り組んできて
おり、現在では全国 10 都市に地区事務
局を設置して活動を行っている。
事業の主なものについて紹介する。
①「公共建築賞」
一つ目は、より優れた公共建築を表彰

する「公共建築賞」の表彰制度を、1988

年に当協会の設立 20周年を機に創設し、
国土交通省、全国知事会、全国市長会お
よび全国町村会の後援を得て、1年おき
に開催している。
当編が発刊される頃には、第 17 回公

共建築賞の募集が始まっているものと思
われる。
2018 年 11 月には、工藤彰三国土交通

大臣政務官のご臨席を賜り、第 16 回公
共建築賞の表彰式を挙行したところであ
る。2017 年６月に発表した募集要項に
基づき全国から応募のあった 102点の建
築物について、2017 年 10 月から全国９
つの地区審査委員会によって第１次審査
が行われ、現地調査を含む審査の結果、
32 点の建築物が第２次審査の対象とし
て推薦されている。これら建築物につい
ては、公共建築賞・優秀賞（公共建築協
会会長表彰）として 2018 年５月から６
月にかけて各地区において表彰式が執り
行われた。この 32 点の中から、公共建
築賞（国土交通大臣表彰）は、行政施設
部門：「高知県庁舎（免震レトロフィッ
ト）」、文化施設部門：「京都国立博物館
平成知新館」、生活施設部門：「東京駅丸
の内駅舎保存・復原」の３点が、公共建
築賞・特別賞（国土交通省大臣官房官庁
営繕部長表彰）は、「弘前市民会館（大
規模改修）」「東京スカイツリー、東京ス
カイツリータウン」「長野県立こころの
医療センター駒ケ根」の３点が、それぞ
れ表彰されている。
②知識の普及と情報提供
二つ目として、知識の普及と情報提供

を行っている。
毎年度テーマを設定して（2018 年度は、

「生産性向上と働き方改革」）有識者によ
る講義を行っていただく「公共建築研究
会」の開催、そして、今回寄稿の題材と
なっている「次世代公共建築研究会」に
よる調査・研究（詳細は、後ほど）、　
全国建設研修センターとの共催「研修」
の実施、国土交通省が制定・改定してい

る技術基準や協会独自に取りまとめてい
る技術図書の編集・発行およびこれら図
書の講習会を実施している。
また、機関誌として月刊『公共建築

ニュース』および年２回刊『公共建築』
の２誌の発行など、情報発信を行ってい
る。
③設計者情報の提供
設計者情報の提供を行うため、民間建

築設計事務所の多数の実績データを収録
し、160 を超える国や地方公共団体など
の公共発注機関が設計者選定の資料とし
て活用している「公共建築設計者情報シス
テム（PUBDIS：Public Building Designers 
Information System）」の管理運営を行っ
ている。
④建築材料・設備機材等の品質と性能
の評価

公共建築工事において使用する建築材
料・設備機材等について、「公共建築工
事標準仕様書」などに規定されている品
質および性能を有しているかどうかを評
価する「建築材料・設備機材等性能評価
事業」を実施している。
⑤公共建築工事品質確保技術者資格制
度の運営

「公共工事の品質確保の促進に関する
法律」（平成 17年法律第 18号）に基づき、
発注関係事務を適切に実施できる者の育
成を目的として、2010 年に「公共建築
工事品質確保技術者資格制度」を創設し、
毎年度資格試験を実施している。
⑥調査研究および技術支援
国土交通省、内閣府、厚生労働省など

国や地方公共団体ほかからのさまざまな
業務を受託して実施するとともに、公共
建築の整備に関する「基本構想・基本計
画・中期計画の策定」「設計者選定の支援」
「入札・契約業務の支援」「工事監督・検
査業務ヘの支援」なども実施している。
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２.次世代公共建築研究会に
ついて

一方、次世代公共建築研究会は、当協
会および財団法人建築保全センター（現
　建築保全センター）が 2007 年に設
置し、その後　建築コスト管理システ
ム研究所の参画も得た。
伊藤滋早稲田大学特命教授を顧問に、

尾島俊雄早稲田大学名誉教授を座長に、
また、学識者および関係企業などの参加
のもと、良好な公共建築の整備と効率的
な利活用、都市の活性化や地域再生・都
市再生に貢献する公共建築と都市との新
たな関係など概ね 20 年後をイメージし
た次世代の公共建築のあり方などについ
て調査・研究を進めてきたものである。
本研究会は３年を１クールとして、

2007 ～ 2010 年の第Ⅰフェーズでは、
研究会の下に「リノベーション・コンバー
ジョン部会（部会長：深尾精一首都大学
東京教授（現名誉教授））」、「超グリーン
建築部会（部会長：伊香賀俊治慶應義塾
大学教授）」、「公共建築有効活用部会（部
会長：佐藤滋早稲田大学教授）」、「新ワー
クスタイル部会（部会長：仲隆介京都工
芸繊維大学教授）」の４つの部会を設置
して調査・研究をスタートした。
続く 2010 ～ 2013 年の第Ⅱフェーズ

においては、一部、研究部会の見直しを
行った。「公共建築有効活用部会」は、
少し視点を変えて「公共建築地域連携部
会」に、「新ワークスタイル部会」は、「IFC/
BIM 部会（部会長：安田幸一東京工業大
学大学院教授）」へと全く新たな研究部
会として模様替えを行い、４つの研究部
会での調査・研究を行っている。
2013 ～ 2016 年の第Ⅲフェーズにお

いては、第Ⅱフェーズの４部会に新たに
「木造建築部会（部会長：北川原温東京
藝術大学教授）」を加えた５つの部会で、
そして、最終フェーズとなる 2016 ～
2019 年の第Ⅳフェーズにおいては、「公
共建築地域連携部会」を除く４つの部会
で調査・研究を進めてきたが、これまで
の成果をガイドブックとして取りまとめ
ることができたことから、2018 年度末
をもって本研究会を閉じたところである。
当協会が事務局を務めてきた「超グ

リーン建築部会」「木造建築部会」がそ
れぞれガイドブックを取りまとめた（図
－１，２）。今後は、これら成果の普及に
努めてまいりたいと考えている。

３.『「木の国」日本の新しい
空間と技術　公共建築を
木でつくるためのガイド
ブック』

さて、今回の寄稿では、「木造建築部会」
で取りまとめたガイドブックについて実
際の誌面を引用しながら紹介させていた
だくこととしたい。
わが国における公共建築のうち、官庁

施設については、戦後、不燃化の推進と
いう大きな目標に向かってその整備が進
められてきた。
一方、わが国は、国土面積3,780万 ha

のうち、森林面積は2,508万 haであり、
国土面積の約３分の２が森林で覆われた
世界有数の森林国となっている。

わが国の森林の特徴として、急峻な山
間部に多く分布していることが挙げられ
る。また、わが国は、全般的に降水量が
多いうえに梅雨や台風等による集中的な
豪雨があるなど、自然災害に見舞われや
すく、わが国の森林は山地災害の防除、
洪水の緩和といった役割を果たすなど、
国民生活や国民経済にとってなくてはな
らないものとなっている。
ところが、これら森林資源は、2010

年において年間供給可能量が年間需要量
を大きく上回る状況となっており、この
森林資源の適切な整備と保全が、国土の
保全、水源のかん養、地球温暖化といっ
た気候変動に関しても大きく寄与するこ
とが期待されている。
そこで、木材の利用の確保を通じた林

図－１　『超グリーン公共建築ガイド

ブック』

図－２　『「木の国」日本の新しい空間

と技術』

図－３　第１章　高まる木造建築への期待（Ｐ10～11）
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業の持続的かつ健全な発展を図り、森林
の適正な整備および木材の自給率の向上
に寄与するため、農林水産大臣および国
土交通大臣が策定する公共建築物におけ
る国内で生産された木材その他の木材の
利用の促進に関する基本方針について定
めるとともに、公共建築物の建築に用い
る木材を円滑に供給するための体制を整
備する等の措置を講ずるため、2010 年
５月、第 174 回通常国会において、「公
共建築物等における木材の利用の促進に
関する法律」（平成 22 年法律第 36 号）
が成立し、同年 10 月１日に施行された
ところである。
これらを背景として、官庁施設につい

ては、基本的に木造建築として整備する
ことが望ましいが、その立地や規模、建
物用途などを勘案して少なくとも低層で

小規模なものは木造とすることとされ、
国家機関の建築物のみならず、地方公共
団体が整備する建築物についても木造建
築としての整備が推進されるようになっ
てきている。
しかしながら、発注者、設計者、施工

者の何れも、公共建築を木造建築として
整備する場合における、構造、防火・耐
火、木材の調達など必要とされる知識や
知見の蓄積が極めて少ないため、次世代
公共建築研究会においても第Ⅲフェーズ
から新たに「木造建築部会」を設置し、
木造建築に関する調査・研究を行うこと
としたものである。
木造建築部会では、国内における木造

建築の現地調査はもちろんのこと、ロン
ドンにおける木造建築の調査やミラノで
のミラノ工科大学のマルコ・インペラ

ドーリ教授を始めとする木造建築の技術
者や研究者との意見交換なども実施して
きている。
これらを踏まえて、その成果をガイド

ブックとして取りまとめた。その構成は
７章からなっている。
「第１章　高まる木造建築への期待（図
－３）」では、木造建築部会の部会長で
ある北川原温氏（東京藝術大学教授／㈱
北川原温建築都市研究所代表）による「日
本のみならず世界での木造建築の動向や、
日本の木造建築の諸問題、木造建築の意
義、未来について概観し、これからの木
造建築を考える上での指針」が示されて
いる。
この章では、「１．海外の木造建築の

動向」として、「欧州で中高層木造建築
が次々に建設されている理由の分析」「防
災性能、耐候性能に対する見方の違い」
「イタリアにおける高度な木造技術」な
どについて示されている。続く「２．わ
が国の木造建築の動向と諸問題」では、
優れた防災性能をもつエンジニアード
ウッドや CLT の可能性について触れると
ともに、国産材活用推進の深刻な状況の
背景について警鐘を鳴らしている。また、
ニーズに合う木材の規格とジャパンブラ
ンドの可能性、木材供給に関するデータ
ベース構築の必要性について言及してい
る。最後の「３．木造建築は森林環境を
維持し、人を育て循環型社会をつくる」
において、森林は私たちの生活を支えて
いる重要な社会資本の一つであり国民の
一人一人が守り後世に残していくべきか
けがえのない生きた資産であるというこ
とや、生産性の高い人工林を次世代に継
承し、都市空間をつくる建築の資源とし
て活用し、森と都市の循環が生まれれば
理想的であるといった思いが書かれてい
る。
続いて、「第２章　2030 年の木造建築

実現に必要な要素」では、次世代の木造
建築に必要な要素として、技術や流通に
ついて取り上げており、現在の技術や流
通の状況と諸問題をはじめ、問題解決の
ための視点や新たな取組など、現在から
今後の木造建築を考える上で基盤となる
知識や方向性などについて解説している。
「第 1節　木造技術－工法と構造（図
－４）」は、腰原幹雄氏（東京大学生産
技術研究所木質構造デザイン工学教授）
に執筆していただき、「現代の木造建築
は、現代の生活スタイルと、森林資源、
木材工業、建築設計といった現代の社会

図－４　第１節　木造技術－工法と構造（Ｐ18～19）

図－５　第２節　木造技術－防火・耐火（Ｐ26～27）
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システムをベースにして、鉄筋コンク
リート造や鉄骨造と同様な性能をもつ木
造建築を実現するためには、材料、構工
法、構造の視点から考えを変えていかな
ければならない」とされている。
「第２節　木造技術－防火・耐火（図
－５）」では、安井昇氏（桜設計集団一
級建築士事務所代表）に執筆していただ
き「地震は天災であるが、火災は人災で
あること」「火災は成長する災害である
こと」をベースに「2030 年の木造建築
を考えるとして、混構造による中高層建
築物、耐火構造の部材開発、連続して燃
えないための内装制限、防災設備・消火
設備の信頼性向上について考察していた
だくとともに、今後、多様な木造建築の

設計を可能とするためには、防耐火設計
が必須であり、防耐火設計の普及・啓蒙
を進めていきたい。」とまとめていただ
いている。
「第３節　木材の流通加工（図－６）」
では、遠藤日雄氏（NPO 法人活木活木（い
きいき）森ネットワーク理事長）に執筆
いただいており、「公共建築物の木造率
が低い理由として、木材の流通・加工シ
ステムの未熟さにある」とされており、
「既存の流通・加工と公共建築を結びつ
ける２つの事例として、縦ログ構法と BP
材」が提案されている。また、「公共建
築物の木造化を推進していくために解決
すべき点について、木造の知識、経験の
不足を補うために、木材コーディネー

ターの活用」が提案されている。
「第３章　新しい木造建築の実際」で
は、次世代の木造建築を考える上で必要
となる実務的な業務や流れを詳しく解説
していただいている。「第１節　地域の
木材を利用した企画立案・基本構想・設
計者選定」として加来照彦氏（㈱現代計
画研究所代表取締役）に、「第２節　基
本計画・基本設計」として塩手博道氏（㈱
山下設計執行役員・東京本社構造設計部
長）に、「第３節　実施設計と施工者選定」
として宮崎淳氏（㈱日本設計技術管理部）
に、「第４節　木造建築における材料調
達と工事」として宮崎賢一氏（㈱竹中工
務店木造・木質建築推進本部副部長）お
よび佐野惣吉氏（住友林業㈱住宅・建築
事業本部市場開発部副部長）に、「第５
節　維持管理」として松尾浩樹氏および
関山泰忠氏（大成建設㈱設計本部専門設
計部伝統・保存建築設計室）に、それぞ
れ詳細に執筆していただいた。
第３章全体をマトリックスで整理した

ものが図－７の「木造建築実現のプロセ
ス」である。
「第４章　ビルディングタイプによる
木造建築の詳細事例」では、国内の木造
建築 12事例（図－８）を庁舎・事務所、
文化施設、教育施設、体育館・大空間、
福祉施設・児童施設・公営住宅の５つに
タイプ分けして紹介している。
続く「第５章　最新の木造建築の多様

な事例」では、国内の最新木造建築 25
事例（図－９）を第４章同様５タイプに
分けて掲載している。
「第６章　日本の木材活用の現状と傾
向」では、国内の木材活用の現状と傾向
について、森林資源や建築物での木材利
用を考える上で参考となる事項について
解説している。
「第１節　日本の森林資源の現状」は、
林野庁森林整備部計画課にて「１．わが
国の森林の概況」「２．森林の有する多
面的機能」「３．森林資源の推移と現況」
「４．森林資源の循環利用」について執
筆していただいている。
「第２節　国内建築物の木材利用」は、
林野庁林政部木材産業課・木材利用課に
て「１．公共建築物における木材利用の
促進に向けた取組」「２．非住宅分野に
おける木材利用の促進」「３．新たな木
質部材の活用による中高層建築物等の木
造化」「４．一般流通材の活用等による低
層非住宅建築物の木造化」について取り
まとめていただいている。

図－６　第３節　木材の流通加工（Ｐ32～33）

図－７　木造建築実現のプロセス（Ｐ46～47）
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「第３節　国内森林資源の活用状況」
は、榎本長治氏（　日本林業経営者協
会会長）に「戦後の森林資源利用の経緯」
を背景として「今や主伐材の需要対策が
重要なテーマになっていること」「無垢
製材品の需要がしっかり確保されること
が山にお金を返せることにつながるこ
と」「同様、無垢材利用が地域振興に大
きな役割を果たすことになること」「一
方、地域材・無垢材の利用上の留意点と
して木材の乾燥が挙げられること」「無
垢材の使用の仕方として、無垢製材品に
は上下があり、注意が必要」といったこ
とに触れていただいている。
「第４節　集成材生産の現状と日本集
成材工業協同組合の取組」として、片岡

辰幸氏（日本集成材工業協同組合）に
「１．集成材生産の現状」「２．構造用集
成材の標準的な部材寸法と強度等級」
「３．日本集成材工業協同組合の取組」
「４．集成材業界の課題」について取り
まとめていただいている。
「第５節　製材品の普及に向けた取組
と現状における課題・展望」として、佐
川広興氏（国産材製材協会会長／協和木
材㈱代表取締役）に「わらしべの里共同
保育所の実践を通して、製材品でつくる
中規模建築の可能性について」「建築・
建設業界を取り巻く現状として、WOOD.
ALCについて」を紹介していただいている。
「第６節　CLT の現状と動向」では、河
合誠氏（　日本 CLT 協会）に「世界の

CLT 生産量の伸び」を背景として「CLT
の特徴」や「国内外における CLT の活用
事例」「今後の動向と取組」について紹
介していただいている。
「第７節　LVLの普及に向けた取組と現
状における課題と展望」として、李元羽
氏（　全国 LVL 協会技術部長）に「LVL
の歴史」「構造体としての利用」「意匠的
な利用」「耐火部材としての利用」「現状
における課題と展望」などを整理してい
ただいている。
「第８節　公共建築における木造化や
木質化など木材の利用の促進を図るため
の取組」として、国土交通省大臣官房官
庁営繕部整備課木材利用推進室にて「公
共建築物等における木材の利用の促進に
関する法律や同法律に基づく基本方針」
「官庁営繕部における取組として、新営
予算単価、木造計画・設計基準、公共建
築木造工事標準仕様書などの技術基準等
の整備」「官庁営繕事業における木材利
用事例」「公共建築物における木材利用
促進に向けた措置の実施状況」などにつ
いて紹介していただいている。
「第７章　木造最新技術・製品紹介」
では、木造建築や建築にかかわる木材利
用の分野から最新技術や製品について紹
介するとともに、「付録木造建築仕様・
技術資料リスト」を掲載している。
本図書は、以上のような構成となって

いる。
このガイドブックが、木造建築の企画、

計画、整備、維持管理などにあたって多
くの方々に活用されることを切に願うも
のである。

図－８　第４章　ビルディングタイプによる木造建築の詳細事例（国内の木造建築12事例）

図－９　第５章　最新の木造建築の多様な事例（国内の最新木造建築25事例）


